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アンケート 参考資料 

 

１ 議会の役割 

   斜里町自治基本条例における議会とは、町の意思を決定し行政を監視する機関であり、住民

の代表として、町長から提案された予算や条例案などを審議し、議決する役割を担います。 

また、議会は町政全般に対する監視機能も有し、町民の意見を反映させながら、公正で民主

的な町政運営を支える重要な存在です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 議員のなり手不足について 

地方議会の議員のなり手不足は、地方自治の危機を招きかねない深刻な問題です。その要因

としては、議会や議員の活動内容が分かりにくく、住民の関心が低いこと、また議員の活動環

境や待遇（報酬など）が魅力的でないことも言われています。 

斜里町議会においても例外ではなく、直近では令和 5年の統一地方選挙において無投票当選

となりましたが、こうした無投票当選の増加が有権者の投票機会の喪失を招き、議会制民主主

義の危機に繋がります。 

この問題に対処するためには、議会改革や、より幅広い層からの人材を確保するための取り

組みが必要であり、特に若い世代の方や女性が活動しやすい環境を整備することが求められて

います。 
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３ 議員の活動 （ ）内は R6 年の実績 

（１）会議への出席 

   ・招集会議 ５月（１回） 

   ・定例会議 ６月（３日間）、９月（４日間）、１２月（３日間）、３月（７日間）の年４回 

   ・臨時会議 必要に応じて開かれる会議（２回） 

   ・委 員 会 常任委員会 総務文教（７回）、産業厚生（７回）、議会広報（１２回） 

         議会運営委員会（１８回） 

         特別委員会【決算審査（８回）、定数・報酬（５回）】 

   ・そ の 他 全員協議会（１６回）、議員協議会（９回） ほか 

 

（２）調査・研究 

   ・町内の視察及び先進的な取り組みをしている市町村の視察、研究 

    ○総務文教常任委員会 

町内所管事務調査（１日間、ウトロデイサービスの老朽化の状況等、他７カ所） 

道外所管事務調査（４日間、川崎市の災害用選定井戸の取り組み等、他４カ所） 

    ○産業厚生常任委員会 

町内所管事務調査（１日間、サケの回遊状況等、他５カ所） 

道内所管事務調査（３日間、北海道介護福祉学校の介護人材確保に関する自治体包括連

携の取り組み等、他３カ所） 

 

（３）その他 

   ・町内行事への参加  戦没者追悼式、斜里町顕彰・町長表彰授与式、消防出初め式 ほか 

   ・議会報告      町民懇談会、議会モニター懇談会、議会まちなかカフェ ほか 

   ・議員研修      斜里郡３町議会議員研修会、北網ブロック町議会議員研修会 ほか 

   ・広報広聴活動    議会だより、議会ホームページ、議会 Facebook ほか 

 

 

議員の活動について、より詳しく知りたい方は、 

斜里町議会のフェイスブックをぜひご覧ください。 
 

 

 

４ 議員定数の推移                             （単位：人） 

年 昭和 22 年 平成 14 年 平成 19 年 平成 31 年 

人口 

（4月 1 日） 
14,200 13,589 13,207 11,515 

議員定数 ２６ ２０ １４ １３ 
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５ 議員報酬・期末手当 

（１）議員報酬                              （単位：円） 

  平成5年10月 1日 平成 8年 4月 1日 平成16年 4月 1日 平成17年 4月 1日 

議 長 280,000 307,000 301,000 291,000 

副議長 225,000 247,000 242,000 234,000 

委員長 203,000 225,000 221,000 213,000 

議 員 180,000 200,000 196,000 190,000 

 

（２）期末手当（各年度４月１日現在）                   （単位：円）                                        

  令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

6 月支給分 
報酬月額 

×222.5/100×1.15 

報酬月額 

×220/100×1.15 

報酬月額 

×225/100×1.15 

報酬月額 

×230/100×1.15 

12 月支給分 
報酬月額 

×222.5/100×1.15 

報酬月額 

×220/100×1.15 

報酬月額 

×225/100×1.15 

報酬月額 

×230/100×1.15 

 

 

６ 一般会計に占める議会費の割合 

・令和７年度当初予算 歳出 

○一般会計 102 億 206 万円 

内、議会費（会計年度任用職員分給与費含む） 7,336 万円  割合 0.6% 
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７ 管内町村議会の状況 

 

 

 

 

８ 政務活動費について 

   政務活動費とは、地方自治体の議会議員が、調査研究やその他の活動に必要な経費の一部と

して、会派や議員に交付される費用のことです。使途については調査研究費、資料購入費、研

修費、広報費、人件費など、多岐にわたります。金額は自治体によって異なり、月額数万円か

ら数十万円程度が支給される場合や、支給がない場合もあります。 

   政務活動費を交付している町村は全国で 207 町村（22.4％）であり、オホーツク管内では美

幌町のみが政務活動費を交付しています。 
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９ 斜里町の人口推移（将来人口推計） 

▪総人口と年齢 3 区分別人口の推移 

 
 

 

▪年齢 3区分別人口割合の推移（国勢調査より） 

 
※令和 2年度までの数値は国勢調査、令和 7年度以降は国立社会保障・人口問題研究所の令和 5年

推計による 

 


